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(57)【要約】
　エアロゾル形成基体（１１５）を保存するための貯蔵
部分（１１３）と、エアロゾル形成基体を加熱するため
の少なくとも１つの発熱体（１１９）と、システムの起
動を検出するためのセンサー（１１１）と、クロックと
、センサーに接続された電気回路（１０９）とを備える
電気的に作動するエアロゾル発生システム（１００）を
操作する方法が提供される。方法は、使用パラメータ（
Ｔ２、Ｔ４、Ｃ１）を測定することと、測定された使用
パラメータを閾値（Ｔ２ｍｏｄｅ、Ｔ４ｍｏｄｅ、Ｃ２
）と比較することと、比較に基づいてシステムの使用プ
ロファイルを判定することと、一日の異なる時間に、監
視手順を開始するステップ、使用パラメータを測定する
ステップ、測定された使用パラメータを比較するステッ
プ、使用プロファイルを判定するステップを繰り返し、
一日の異なる時間の使用プロファイルを判定することと
、一日の現在の時間と関連する判定された使用プロファ
イルに基づいて、システムの動作モードを選択すること
とを含む。また、電気的に作動するエアロゾル発生シス
テムならびに測定された使用パラメータが閾値を超える
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法であって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、前記エアロゾル形成基体を加熱する
ための少なくとも１つの発熱体を含む電気ヒーターと、前記システムの起動を検出するた
めのセンサーと、クロックと、前記センサーに接続された電気回路とを備える電気的に作
動するエアロゾル発生システムを提供するステップと、
　監視手順を開始するステップと、
　前記センサーを使用して前期監視手順中の前記システムの使用パラメータを測定するス
テップと、
　前記測定された使用パラメータを閾値と比較するステップと、
　前記測定された使用パラメータと前記閾値との前記比較に基づいて、前記システムの使
用プロファイルを判定するステップと、
　一日の異なる時間に、監視手順を開始するステップ、使用パラメータを測定するステッ
プ、前記測定された使用パラメータを比較するステップ、および使用プロファイルを判定
するステップを繰り返して、一日の異なる時間の前記使用プロファイルを判定するステッ
プと、
　一日の現在の時間と関連する前記判定された使用プロファイルに基づいて、前記システ
ムの動作モードを選択するステップと、を含む方法。
【請求項２】
　前記使用パラメータが、前記監視手順中の起動期間、前記監視手順中の総起動期間、前
記監視手順中の総起動回数、前記監視手順中の非起動期間、前記監視手順中の総非起動期
間、またはその任意の組み合わせを含む、請求項１に記載の電気的に作動するエアロゾル
発生システムを操作する方法。
【請求項３】
　使用プロファイルを判定する前記ステップが、前記測定された使用パラメータが前記閾
値を超える場合、第１の使用プロファイルを選択することによって実行され、前記測定さ
れた使用パラメータが前記閾値を超えない場合、第２の使用プロファイルを選択すること
によって実行される、請求項１または請求項２に記載の電気的に作動するエアロゾル発生
システムを操作する方法。
【請求項４】
　監視手順を開始するステップと、使用パラメータを測定するステップと、前記測定され
た使用パラメータを比較するステップと、使用プロファイルを判定するステップが、夕方
時間中に少なくとも一度実行されて、夕方時間中の前記システムの使用プロファイルを判
定し、夕方時間の前に少なくとも一度実行されて、夕方時間の前の前記システムの使用プ
ロファイルを判定する、請求項１から３のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル
発生システムを操作する方法。
【請求項５】
　前記監視手順の期間を測定するためタイマーを開始するステップをさらに含み、使用プ
ロファイルを判定する前記ステップが、前記監視手順の期間が閾値の期間を超えると実行
される、請求項１から４のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを
操作する方法。
【請求項６】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法であって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、前記エアロゾル形成基体を加熱する
ための少なくとも１つの発熱体を含む電気ヒーターと、前記システムの起動を検出するた
めのセンサーと、クロックと、前記センサーに接続された電気回路とを備える電気的に作
動するエアロゾル発生システムを提供するステップと、
　監視手順を開始するステップと、
　タイマーを開始して、前記監視手順の期間を測定するステップと、
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　前記センサーを使用して前期監視手順中の前記システムの使用パラメータを測定するス
テップと、
　前記測定された使用パラメータを閾値と比較するステップと、
　前記測定された使用パラメータが前記閾値を超えると、前記監視手順を終了するステッ
プと、
　前記監視手順の期間を閾値の期間の値と比較することによって前記システムの使用プロ
ファイルを判定するステップと、
　一日の異なる時間に、監視手順を開始するステップ、タイマーを開始するステップ、使
用パラメータを測定するステップ、前記測定された使用パラメータを比較するステップ、
前記監視手順を終了するステップ、および使用プロファイルを判定するステップを繰り返
して、一日の異なる時間の前記使用プロファイルを判定するステップと、
　一日の前記現在の時間と関連する前記判定された使用プロファイルに基づいて、前記シ
ステムの動作モードを選択するステップと、を含む方法。
【請求項７】
　前記使用パラメータが前記監視手順中の非起動期間である、請求項６に記載の電気的に
作動するエアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項８】
　使用プロファイルを判定する前記ステップが、前記監視手順の期間が前記閾値の期間を
超える場合、第１の使用プロファイルを選択することによって実行され、前記監視手順の
期間が前記閾値を超えない場合、第２の使用プロファイルを選択することによって実行さ
れる、請求項６または請求項７に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作
する方法。
【請求項９】
　監視手順を開始する前記ステップが、第１の起動が前記センサーによって検出されると
自動的に実行される、請求項１から８のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル発
生システムを操作する方法。
【請求項１０】
　使用パラメータを測定する前記ステップが、前記監視手順中に検出された任意の起動の
起動期間を測定することおよび前記起動期間が最小起動期間の閾値より短い起動を前記測
定された使用パラメータから除外することをさらに含む、請求項１から９のいずれかに記
載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項１１】
　前記貯蔵部分のエアロゾル形成基体の推定残量を算出するステップをさらに含む、請求
項１から１０のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方
法。
【請求項１２】
　推定残量を算出する前記ステップが、前記選択された動作モードにしたがって、補正係
数を適用することを含む、請求項１１に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システム
を操作する方法。
【請求項１３】
　前記システムが、ユーザーディスプレイをさらに含み、前記方法が、前記選択された動
作モードにしたがって、前記ユーザーディスプレイに情報を表示するステップをさらに含
む、請求項１１または請求項１２に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操
作する方法。
【請求項１４】
　前記情報が、前記貯蔵部分のエアロゾル形成基体の前記推定残量に基づき、起動の残数
、起動の残期間、セッションの残数、またはその任意の組み合わせを含む、請求項１３に
記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項１５】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムであって、



(4) JP 2019-509727 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、
　前記エアロゾル形成基体を加熱するための少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒータ
ーと、
　前記システムの起動を検出するセンサーと、
　クロックと、
　前記センサーに接続され、前記センサーによって測定される使用パラメータを閾値と比
較するよう構成される電気回路とを備え、一日の異なる時間の前記測定された使用パラメ
ータと前記閾値との前記比較に基づいて、前記一日の異なる時間の前記システムの使用プ
ロファイルを判定し、一日の前記現在の時間と関連する前記判定された使用プロファイル
に基づいて、前記システムの動作モードを選択する、システム。
【請求項１６】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムであって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、
　前記エアロゾル形成基体を加熱するための少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒータ
ーと、
　前記システムの起動を検出するセンサーと、
　クロックと、
　前記センサーに接続され、監視手順の期間を測定するよう構成される電気回路とを備え
、前記センサーによって測定された使用パラメータを閾値と比較し、一日の異なる時間の
前記監視手順の期間と閾値との比較に基づいて一日の異なる時間の前記システムの使用プ
ロファイルを判定し、一日の前記現在の時間と関連する前記判定された使用プロファイル
に基づいて、前記システムの動作モードを選択する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアロゾル形成基体の加熱により動作するエアロゾル発生システムに関連す
る。詳細には、本発明は、電気的に作動するエアロゾル発生システムおよび電気的に作動
するエアロゾル発生システムを操作する方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　エアロゾル発生システムの一つのタイプは、電気的に作動する喫煙システムである。電
池および制御電子回路を備える装置部分と、エアロゾル形成基体の供給を備えるカートリ
ッジ部分と、電気的に動作する気化器とから成る、手持ち式の電気的に作動する喫煙シス
テムが公知である。エアロゾル形成基体の供給および気化器の両方を備えるカートリッジ
は、時に「カトマイザー」と呼ばれる。気化器は一般的にはヒーター組立品である。一部
の公知の実施例では、エアロゾル形成基体は、液体エアロゾル形成基体であり、気化器は
、液体エアロゾル形成基体内に浸された細長い芯の周りに巻かれたヒーターワイヤのコイ
ルを備える。カートリッジ部分は、一般にエアロゾル形成基体の供給および電気的に作動
するヒーター組立品だけでなく、ユーザーが使用時に吸ってエアロゾルを口の中へと引き
込むマウスピースも含む。
【０００３】
　従って、エアロゾルを加熱して形成することによりエアロゾル形成液体を気化する電気
的に作動する喫煙システムは、一般に、液体を保持する毛細管材料の周りに巻かれたワイ
ヤのコイルを備える。ワイヤを通過する電流は、毛細管材料内の液体を気化するワイヤの
抵抗加熱を引き起こす。毛細管材料は一般に、空気が芯を通って引き込まれ蒸気に混入さ
れるように、気流経路内に保持される。その後、蒸気は冷却されエアロゾルを形成する。
【０００４】
　このタイプのシステムは、通常は、プッシュスイッチまたは吸煙起動スイッチを使用し
て起動され、それにより、ユーザーは、システムをいかに操作するかを制御する。これに
より、こうしたエアロゾル発生システムは複数の異なる使用ファイルに従って使用される
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ようになる。例えば、あるユーザーは、短期間に複数の不連続で、激しい吸入を行い、そ
の後長い間使用しない可能性があるが、他のユーザーは、長い期間にわたって、たくさん
のあまり激しくない吸入を行う可能性がある。
【０００５】
　エアロゾル発生システムをその使用プロファイルに従ってカスタマイズすることができ
る、電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法を提供することが望ましい
。また、その使用プロファイルに従ってカスタマイズできるよう構成される電気的に作動
するエアロゾル発生システムを提供することが望ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、エアロゾル形成基体を保存する貯蔵部、エアロゾル形成
基体を加熱する少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒーター、システムの起動を検出す
るセンサー、クロック、およびセンサーに接続された電気回路を備える電気的に作動する
エアロゾル発生システムを提供するステップと、監視手順を開始するステップと、センサ
ーを使用して監視手順中にシステムの使用パラメータを測定するステップと、測定された
使用パラメータとその使用パラメータの閾値とを比較するステップと、測定された使用パ
ラメータと閾値との比較に基づいてシステムの使用プロファイルを判定するステップと、
一日の異なる時間に、監視手順を開始ステップ、使用パラメータを測定するステップ、測
定された使用パラメータを比較するステップ、および使用プロファイルを判定するステッ
プを繰り返して、一日の異なる時間の使用プロファイルを判定するステップと、一日の現
在の時間と関連する判定された使用プロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択
するステップとを含む、電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法が提供
される。
【０００７】
　この方法で、複数の監視手順が一日の複数の時間に実行されて、一日の異なる時間の使
用プロファイルを判定する。これには、単一の日中または数日にわたって複数の監視手順
を実行することが含まれる。
【０００８】
　有利なことに、この方法で、ユーザーの習慣が監視され、システムの動作がユーザーの
習慣に従って変化する。これにより、システムは、どのようにそれが使用されているかを
考慮し、それにしたがって適合することができる。これは、異なる使用プロファイルがエ
アロゾル形成基体の異なる消費速度をもたらす場合、特に有益であり得る。例えば、それ
により、システムは、エアロゾル形成基体の消費速度のより正確な推測を算出することが
できる。また、異なる使用プロファイルが、システムの温度上昇、起動時間、エアロゾル
の特徴、または消費電力などの異なる特徴をもたらす場合、それは、有益でありうる。さ
らに、一日の異なる時間での使用プロファイルを判定し、一日の現在の時間と関連する動
作モードを選択することにより、システムは、例えば、ユーザーが日中はセッションプロ
ファイルを示し、夕方はグレイジングプロファイルを示す場合、またはその逆の場合、使
用プロファイルの任意の時間に依存する変化を考慮することができる。
【０００９】
　本明細書で用いる「使用パラメータ」という用語は、具体的には、ユーザーによる起動
または吸入の数、所与の起動の持続期間、複数の起動の総持続期間、２つの連続した起動
の間の間隔、複数の起動における連続する起動の間のすべての間隔、吸煙の激しさ、また
は起動の頻度に関連する、エアロゾル発生システムの動作条件の態様を定義する測定可能
な数値因子をいう。
【００１０】
　本明細書で使用する「使用プロファイル」という用語は、ある期間にわたるエアロゾル
発生システムの１つ以上の使用パラメータの分類をいう。
【００１１】
　本明細書で使用する「動作モード」という用語は、エアロゾル発生システムの動作の１
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つ以上の態様が電気回路によってシステム内で実行される予め規定された方法をいう。
【００１２】
　最も単純な形態の方法は、一日の１回目に第１の監視手順を開始すること、センサーを
使用して第１の監視手順中にシステムの第１の使用パラメータを測定すること、第１の測
定された使用パラメータを閾値と比較すること、第１の測定された使用パラメータと閾値
との比較に基づいて一日の１回目にシステムの使用プロファイルを判定すること、一日の
２回目に一日の最初と異なる第２の監視手順を開始すること、センサーを使用して第２の
監視手順中に第２の使用パラメータを測定すること、第２の測定された使用パラメータを
閾値と比較すること、第２の測定された使用パラメータと閾値との比較に基づいて一日の
２回目のシステムの使用プロファイルを判定すること、一日の現在の時間と関連する規定
の使用プロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択することによって、実行する
ことができる。
【００１３】
　使用パラメータは、任意の好適な測定可能な条件を含んでもよい。使用パラメータは、
監視手順中の起動期間、監視手順中の総起動期間、監視手順中の総起動回数、監視手順中
の非起動期間、監視手順中の総非起動期間、またはその任意の組み合わせを含んでもよい
。
【００１４】
　随意に、使用プロファイルを判定するステップは、測定された使用パラメータが閾値を
超える場合、第１の使用プロファイルを選択し、測定された使用パラメータが閾値を超え
ない場合、第２の使用プロファイルを選択することによって実行される。したがって、シ
ステムの動作は単純な方法では使用プロファイルにしたがって適合されてもよい。使用プ
ロファイルを判定するステップは、測定された使用パラメータをその使用パラメータ用の
複数の閾値と比較することによって実行されてもよい。これにより、複数の動作モードの
うちの１つを選択することが可能になり、適応性の向上を可能にし得る。例えば、使用プ
ロファイルを判定するステップは、測定された使用パラメータが第１の閾値を超えない場
合は第１の使用プロファイルを選択し、測定された使用パラメータが第１の閾値を超える
が第２のより高い閾値を超えない場合、第２の使用プロファイルを選択し、測定された使
用パラメータが第１および第２の閾値を超える場合第３の使用プロファイルを選択するこ
とによって実行されてもよい。このプロセスは、例えば、測定された使用パラメータに対
して比較される閾値の数を増やすことによって、任意の数の動作モードと一緒に使用され
てもよいことが理解されよう。
【００１５】
　本発明の方法は、一日の異なる時に、監視手順を開始するステップ、使用パラメータを
測定するステップ、測定された使用パラメータを比較するステップ、および使用プロファ
イルを判定するステップを繰り返して、一日の異なる時の使用プロファイルを判定するこ
と、を含む。システムの使用プロファイルは、一日の任意の好適な時間に対して判定され
てもよい。ある特定の実施形態では、監視手順を開始するステップ、使用パラメータを測
定するステップ、測定された使用パラメータを比較するステップ、および使用プロファイ
ルを判定するステップは、少なくとも夕方時間中に一度実行されて、夕方時間中のシステ
ムの使用プロファイルを判定し、少なくとも夕方時間の前に一度実行されて、夕方時間の
前のシステムの使用プロファイルを判定する。これにより、システムの使用法が著しく異
なる可能性がある場合、システムは夕方前の使用法と夕方中の使用法の両方を考慮するこ
とができる。本明細書で使用する「夕方時間」という用語は、午後５時から午前０時まで
の時間の期間をいい、より好ましくは、現地時間午後６時から午前０時までをいう。
【００１６】
　方法はさらに、監視手順の期間を測定するためにタイマーを開始するステップを含んで
もよい。こうした実施形態では、使用プロファイルを判定するステップは、監視手順の期
間が閾値の期間を超える場合に実行されてもよい。使用プロファイルを判定するステップ
は、監視手順の期間が閾値の期間に到達する前に実行されてもよい。ある特定の実施形態
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では、使用パラメータは、監視手順中の総起動回数を含む。こうした実施形態では、閾値
の期間および起動の閾値の数は、任意の好適な値であってもよい。例えば、閾値の期間は
、約５分から約３０分、または約１０分から約２０分であってもよい。一実施例では、閾
値の期間は、約１５分に設定される。起動の閾値の数は、閾値の期間次第であってもよい
。例えば、起動の閾値の数は、１分当たり１～５起動、１分当たり１～３起動、または１
分当たり約２起動であってもよい。特定の一実施形態では、起動の閾値の数は３０起動で
あり、閾値の期間は１５分である。
【００１７】
　本発明の一実施形態では、エアロゾル形成基体を保存する貯蔵部、エアロゾル形成基体
を加熱する少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒーター、システムの起動を検出するセ
ンサー、クロック、およびセンサーに接続された電気回路を備える電気的に作動するエア
ロゾル発生システムを提供するステップと、予め規定された監視期間を有する監視手順を
開始するステップと、センサーを使用して監視手順中にシステムの使用パラメータを測定
するステップと、監視期間の最後で測定された使用パラメータとその使用パラメータの閾
値とを比較するステップと、測定された使用パラメータと閾値との比較に基づいてシステ
ムの使用プロファイルを判定するステップと、一日の異なる時間に、監視手順を開始する
ステップ、使用パラメータを測定するステップ、測定された使用パラメータを比較するス
テップ、および使用プロファイルを判定するステップを繰り返して、一日の異なる時間の
使用プロファイルを判定するステップと、一日の現在の時間と関連する判定された使用プ
ロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択するステップとを含む、電気的に作動
するエアロゾル発生システムを作動する方法が提供される。
【００１８】
　本発明の第２の態様では、エアロゾル形成基体を保存する貯蔵部、エアロゾル形成基体
を加熱する少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒーター、システムの起動を検出するセ
ンサー、クロック、およびセンサーに接続された電気回路を備える電気的に作動するエア
ロゾル発生システムを提供するステップと、監視手順を開始するステップと、監視手順の
期間を測定するためタイマーを開始するステップと、センサーを使用して監視手順中にシ
ステムの使用パラメータを測定するステップと、測定された使用パラメータとその使用パ
ラメータの閾値とを比較するステップと、測定された使用パラメータが閾値を超えた場合
監視手順を終了するステップと、監視手順の期間と閾値の期間との比較によってシステム
の使用プロファイルを判定するステップと、一日の異なる時間に、監視手順を開始するス
テップ、タイマーを開始するステップ、使用パラメータを測定するステップ、測定された
使用パラメータを比較するステップ、および使用プロファイルを判定するステップを繰り
返して、一日の異なる時間の使用プロファイルを判定するステップと、一日の現在の時間
と関連する判定された使用プロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択するステ
ップとを含む、電気的に作動するエアロゾル発生システムを作動する方法が提供される。
【００１９】
　第１の態様による方法と同様に、この方法で、ユーザーの習慣は監視され、システムの
動作はユーザーの習慣に従って変化する。これにより、システムは、どのようにそれが使
用されているかを考慮し、それにしたがって適合することができる。これは、異なる使用
プロファイルがエアロゾル形成基体の異なる消費速度をもたらす場合、特に有益であり得
る。例えば、それにより、システムは、エアロゾル形成基体の消費速度のより正確な推測
を算出することができる。また、異なる使用プロファイルが、システムの温度上昇、起動
時間、エアロゾルの特徴、または消費電力などの異なる特徴をもたらす場合、それは、有
益であり得る。第２の態様の方法は、使用プロファイルの判定が、閾値に対する使用パラ
メータの値より使用パラメータが使用パラメータの閾値を超えるのにどれだけかかるかに
基づく第１の態様の方法とは異なる。さらに、一日の異なる時間での使用プロファイルを
判定し、一日の現在の時間と関連する動作モードを選択することにより、システムは、例
えば、ユーザーが日中はセッションプロファイルを示し、夕方はグレイジングプロファイ
ルを示す場合、またはその逆の場合、使用プロファイルの任意の時間に依存する変化を考
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慮することができる。
【００２０】
　最も単純な形態では、第２の態様の方法は、一日の１回目に第１の監視手順を開始し、
第１の監視手順の期間を測定するためタイマーを開始し、センサーを使用して第１の監視
手順中にシステムの第１の使用パラメータを測定し、第１の測定された使用パラメータを
閾値と比較し、第１の測定された使用パラメータが閾値を超えたときに監視手順を終了し
て、第１の監視手順の期間と閾値の期間を比較することにより一日の１回目のシステムの
使用プロファイルを判定し、一日の２回目に一日の最初と異なる第２の監視手順を開始し
、センサーを使用して第２の監視手順中に第２の使用パラメータを測定し、第２の測定さ
れた使用パラメータを閾値と比較し、第２の測定された使用パラメータが閾値を超えると
き監視手順を終了して、第２の監視手順の期間と閾値の期間を比較することによって一日
の２回目のシステムの使用プロファイルを判定して、一日の現在の時間と関連する規定の
使用プロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択することによって、実行するこ
とができる。
【００２１】
　システムの使用プロファイルは、一日の任意の好適な時間に対して判定されてもよい。
ある特定の実施形態では、監視手順を開始するステップ、タイマーを開始するステップ、
使用パラメータを測定するステップ、測定された使用パラメータを比較するステップ、お
よび使用プロファイルを判定するステップは、少なくとも夕方時間中に一度実行されて、
夕方時間中のシステムの使用プロファイルを判定し、少なくとも夕方時間の前に一度実行
されて、夕方時間の前のシステムの使用プロファイルを判定する。これにより、システム
の使用法が著しく異なる可能性がある場合、システムは夕方前の使用法と夕方中の使用法
の両方を考慮することができる。
【００２２】
　使用パラメータは、任意の好適な測定可能を含んでもよい。使用パラメータは、監視手
順中の起動期間、監視手順中の総起動期間、監視手順中の総起動回数、監視手順中の非起
動期間、監視手順中の総非起動期間、またはその任意の組み合わせを含んでもよい。ある
特定の実施形態では、使用パラメータは、非起動期間である。こうした実施形態では、連
続する起動の間の間隔が測定され、間隔が予め規定された非起動期間の閾値を超えると、
監視手順は終了する。非起動期間の閾値は、任意の好適な時間の長さであってもよい。例
えば、非起動期間の閾値は、約１分から約１０分、約１分から約５分、または約１０分か
ら約３分であってもよい。実施例によっては、非起動期間の閾値は、約２分である。
【００２３】
　随意に、使用プロファイルを判定するステップは、監視手順の期間が閾値の期間を超え
る場合、第１の使用プロファイルを選択すること、および監視手順の期間が閾値の期間を
超えない場合、第２の使用プロファイルを選択することによって実行される。したがって
、システムの動作は単純な方法では使用プロファイルにしたがって適合されてもよい。使
用プロファイルを判定するステップは、監視手順の期間を複数の閾値の期間の値と比較す
ることによって実行されてもよい。これにより、複数の動作モードのうちの１つを選択す
ることが可能になり、適応性の向上を可能にし得る。例えば、使用プロファイルを判定す
るステップは、監視手順の期間が第１の閾値の期間を超えない場合は第１の使用プロファ
イルを選択し、監視手順の期間が第１の閾値の期間を超えるが第２のより長い閾値の期間
を超えない場合、第２の使用プロファイルを選択し、監視手順の期間が第１および第２の
閾値の期間を超える場合、第３の使用プロファイルを選択することによって実行されても
よい。このプロセスは、例えば、監視手順の期間に対して比較される閾値の期間数を増や
すことによって、任意の数の動作モードと一緒に使用されてもよいことが理解されよう。
【００２４】
　上記の実施形態のいずれにおいても、監視手順を開始するステップは、第１の起動をセ
ンサーが検出すると自動的に実行されてもよい。これにより、ユーザーに過度な負担をか
けることなく、その使用法にしたがってシステムをカスタマイズすることができる。また
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、それにより、起動が起きない期間ではなく、起動が検出された場合のみ、確実に監視手
順が実行される。これにより、電力消費を減少することができる。本明細書で使用する「
第１の起動」という用語は、使用しない期間後のシステムの最初の使用のことをいう。こ
れは、システムのまさに最初の使用、または以前の監視手順の終了後のシステムの最初の
使用であってもよい。
【００２５】
　その方法は、連続する起動の間の非起動の期間を測定するステップ、および非起動期間
が非起動期間の閾値を超えると監視手順を終了するステップを含んでもよい。例えば、非
起動期間の閾値は、約１分から約１０分、約１分から約５分、または約１０分から約３分
であってもよい。実施例によっては、非起動期間の閾値は、約２分である。こうした実施
例では、「第１の起動」は、監視手順の終了後検出された最初の起動であってもよい。
【００２６】
　上記の実施形態のいずれにおいても、使用パラメータを測定するステップはさらに、監
視手順中に検出された任意の起動の起動期間を測定することおよび起動期間が最小起動期
間の閾値より短い起動を測定された使用パラメータから除外することを含んでもよい。有
利なことに、これは、システムが普通のユーザーの吸入に対応しない起動を有効なイベン
トと見なすことを回避できることを意味する。例えば、ユーザーが、装置を準備するため
など、エアロゾルを吸入せずに装置を起動する場合である。これにより、使用プロファイ
ルを判定する正確さを向上することができる。最小起動期間の閾値は、任意の好適な期間
であってもよい。例えば、約０．５秒～２秒の間である。特定の一実施例では、最小起動
期間の閾値は、約１秒である。
【００２７】
　上記の実施形態のいずれにおいても、その方法はさらに貯蔵部のエアロゾル形成基体の
推定残量を算出するステップを含む。これは、任意の公知の方法で達成可能である。例え
ば、エアロゾル形成基体の残量は、残っているエアロゾル形成液体の重量を測定すること
、または総起動回数を監視し、ルックアップテーブルを参照すること、もしくは公式を使
用して、既に消費されたエアロゾル生成基体の量を推定することによって推測することが
できる。発熱体に送達された電力、発熱体の温度、発熱体の抵抗、およびシステムを通る
気流などの他の要因をエアロゾル形成基体の残りの推測における入力として使用してもよ
い。
【００２８】
　推定残量を算出するステップは、選択された動作モードにしたがって補正係数を適用す
ることを含んでもよい。これにより、システムは、異なる使用プロファイルに起因する消
費速度の差を修正することができる。これは、補正係数無しで算出するよりエアロゾル形
成基体の残量のより正確な推測をもたらすことができる。補正係数は、経験的にまたは装
置に保存された典型的な値を使用して判定されてもよい。
【００２９】
　システムはさらに、ユーザーディスプレイを含んでもよい。こうした実施例では、その
方法はさらに、選択された動作モードにしたがって、ユーザーディスプレイに情報を表示
するステップを含んでもよい。これにより、装置を、使用プロファイルにしたがってカス
タマイズすることができる。これにより、使用プロファイルに関わらず同じ情報を表示す
るシステムを用いるより、より適切な、または有益な情報を表示することができる。
【００３０】
　情報は、貯蔵部のエアロゾル形成基体の推定残量に基づくことができる。こうした実施
例では、情報は、起動の残数、起動の残期間、セッションの残数、またはその任意の組み
合わせを含んでもよい。
【００３１】
　第１の動作モードが選択された実施例によっては、システムは、ユーザーディスプレイ
に推定吸入数残または使用回数残を示す情報を表示してもよい。これは、エアロゾル形成
基体の残量の推測からおよびそれぞれの起動の間に消費されたエアロゾル形成基体の平均
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量から算出可能である。エアロゾル形成基体の残量は、残っているエアロゾル形成液体の
重量を測定すること、または総起動回数を監視し、ルックアップテーブルを参照すること
、もしくは公式を使用して、既に消費されたエアロゾル生成基体の量を推定することによ
って推測することができる。発熱体に送達された電力、発熱体の温度、発熱体の抵抗、お
よびシステムを通る気流などの他の要因をエアロゾル形成基体の残りの推測における入力
として使用してもよい。それぞれの起動中に消費されたエアロゾル形成基体の平均量は、
システムの使用を監視すること、または装置に保存された典型的な値を使用することによ
って判定可能である。
【００３２】
　第２の動作モードが選択された実施例によっては、システムは、ユーザーディスプレイ
にセッションの推定残数を示す情報を表示してもよい。
【００３３】
　本発明の第３の態様によれば、エアロゾル形成基体を保存する貯蔵部、エアロゾル形成
基体を加熱する少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒーター、システムの起動を検出す
るセンサー、センサーに接続され、センサーによって測定された使用パラメータを閾値と
比較するよう構成されたクロックおよび電気回路を含む電気的に作動するエアロゾル発生
システムが提供され、一日の異なる時間に、測定された使用パラメータと閾値との比較に
基づいて、一日の異なる時間のシステムの使用プロファイルを判定し、一日の現在の時間
に関連する規定の使用プロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択する。
【００３４】
　本発明の第４の態様によれば、エアロゾル形成基体を保存する貯蔵部、エアロゾル形成
基体を加熱する少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒーター、システムの起動を検出す
るセンサー、センサーに接続され、監視手順の期間を測定するよう構成されるクロックお
よび電気回路を含む電気的に作動するエアロゾル発生システムが提供され、センサーによ
って測定された使用パラメータを閾値と比較し、監視手順の期間の閾値との比較に基づい
て一日の異なる時間のシステムの使用プロファイルを判定し、一日の現在の時間に関連す
る規定の使用プロファイルに基づいてシステムの動作モードを選択する。
【００３５】
　本発明のさらなる態様によれば、エアロゾル形成基体を保存する貯蔵部、エアロゾル形
成基体を加熱する少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒーターシステムの起動を検出す
るセンサー、センサーに接続され、上述の実施形態のいずれかの方法を実行するよう構成
されるクロックおよび電気回路を備える電気的に作動するエアロゾル発生システムが提供
される。
【００３６】
　エアロゾル発生システムは携帯型であってもよい。このシステムは手持ち式エアロゾル
発生システムであってもよい。エアロゾル発生システムは従来型の葉巻たばこや紙巻たば
こに匹敵するサイズであってもよい。エアロゾル発生システムは、電気的に作動する喫煙
システムであってもよい。エアロゾル発生システムの全長は約３０ｍｍ～約１５０ｍｍと
しうる。エアロゾル発生システムの外径は、約５ｍｍ～約３０ｍｍとしうる。
【００３７】
　エアロゾル発生システムはハウジングを備えうる。ハウジングは細長くてもよい。ハウ
ジングは適切な任意の材料または材料の組み合わせを含んでもよい。適切な材料には例え
ば、金属、合金、プラスチック、もしくはそれらの材料のうちの一つ以上を含有する複合
材料、または、例えばポリプロピレン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）および
ポリエチレンなど、食品または医薬品の用途に適切な熱可塑性樹脂が挙げられる。材料は
軽量であり、脆くないものでありうる。
【００３８】
　ハウジングは電源を受けるためのくぼみを含みうる。ハウジングは、少なくとも部分的
に着脱可能なエアロゾル発生物品を受けるためのくぼみを画定してもよい。ハウジングは
マウスピースを備えてもよい。マウスピースは少なくとも一つの空気吸込み口と、少なく
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とも一つの空気出口とを含みうる。マウスピースは二つ以上の空気吸込み口を含みうる。
空気吸込み口の一つ以上は、エアロゾルがユーザーに送達される前にその温度を低減する
ことができ、エアロゾルがユーザーに送達される前にその濃度を減少させうる。本明細書
で使用される場合、「マウスピース」という用語は、エアロゾル発生システムによって発
生したエアロゾルを直接吸い込むためにユーザーの口の中へと入れられるエアロゾル発生
システムの一部分を意味する。
【００３９】
　システムは、複数の発熱体、例えば２個、または３個、または４個、または５個、また
は６個またはそれ以上の発熱体を含みうる。発熱体（単一または複数）は、最も効果的に
エアロゾル形成基体を加熱するように適切に配設されてもよい。
【００４０】
　少なくとも１つの電気発熱体は、電気抵抗性の材料を含むことが好ましい。適切な電気
抵抗性の材料としては、ドープされたセラミックなどの半導体、「導電性」のセラミック
（例えば、二ケイ化モリブデンなど）、炭素、黒鉛、金属、合金、およびセラミック材料
と金属材料とでできた複合材料が挙げられるが、これに限定されない。こうした複合材料
は、ドープされたセラミックまたはドープされていないセラミックを含んでもよい。適切
なドープされたセラミックの例としては、ドープシリコン炭化物が挙げられる。適切な金
属の例としては、チタン、ジルコニウム、タンタル、および白金族の金属が挙げられる。
適切な合金の例としては、ステンレス鋼、コンスタンタン、ニッケル－、コバルト－、ク
ロミウム－、アルミニウム－チタン－ジルコニウム－、ハフニウム－、ニオビウム－、モ
リブデン－、タンタル－、タングステン－、スズ－、ガリウム－、マンガン－、および鉄
を含有する合金、ならびにニッケル、鉄、コバルト、ステンレス鋼系の超合金、Ｔｉｍｅ
ｔａｌ（登録商標）、鉄－アルミニウム系合金、および鉄－マンガン－アルミニウム系合
金が挙げられる。Ｔｉｍｅｔａｌ（登録商標）は、Ｔｉｔａｎｉｕｍ　Ｍｅｔａｌｓ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（１９９９　Ｂｒｏａｄｗａｙ　Ｓｕｉｔｅ　４３００，　Ｄｅｎ
ｖｅｒ　Ｃｏｌｏｒａｄｏ）の登録商標である。複合材料では、電気抵抗性の材料は、必
要とされるエネルギー伝達の動態学および外部の物理化学的性質に応じて、随意に断熱材
料に埋め込み、封入、または断熱材料で被覆されてもよく、もしくはその逆であってもよ
い。発熱体は、２層の不活性材料の間で絶縁された、金属製でエッチング加工が施された
箔を含んでもよい。その場合、不活性材料はＫａｐｔｏｎ（登録商標）、全層ポリイミド
またはマイカ箔を含んでもよい。Ｋａｐｔｏｎ（登録商標）は、Ｅ．Ｉ．　ｄｕ　Ｐｏｎ
ｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（１００７　Ｍａｒｋｅｔ　Ｓｔｒ
ｅｅｔ，　Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，　Ｄｅｌａｗａｒｅ　１９８９８，　Ｕｎｉｔｅｄ　
Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）の登録商標である。
【００４１】
　少なくとも１つの電気発熱体は赤外線発熱体、光子供給源、または誘導発熱体を備えて
もよい。
【００４２】
　少なくとも１つの電気発熱体は任意の適切な形態をとってもよい。例えば、少なくとも
１つの電気発熱体は加熱用ブレードの形態をとってもよい。少なくとも１つの電気発熱体
は、異なる導電性部分または電気抵抗性の金属チューブを持つケーシングまたは基体の形
態をとってもよい。エアロゾル形成基体が容器内に提供されている液体である場合、容器
は使い捨ての発熱体を組み込んでもよい。別の方法として、エアロゾル形成基体の中心を
貫通する１つ以上の加熱用の針またはロッドが使用されてもよい。少なくとも１つの電気
発熱体は、ディスク型の（端部の）発熱体、またはディスク型の発熱体と加熱用の針また
はロッドを組み合わせたものであってもよい。少なくとも１つの電気発熱体は、エアロゾ
ル形成基体を囲むかまたは部分的に囲むように配設された柔軟な材料シートを備えてもよ
い。その他の可能性としては、加熱用のワイヤまたはフィラメント、例えばＮｉ－Ｃｒ、
白金、タングステンまたは合金製のワイヤまたは加熱プレートが挙げられる。随意に、発
熱体は堅い担体材料内またはその上に配置されてもよい。



(12) JP 2019-509727 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

【００４３】
　少なくとも１つの電気発熱体は、熱を吸収および保存して、その後ある期間にわたりエ
アロゾル形成基体に熱を放出する能力を持つ材料を含む、ヒートシンクまたは蓄熱体を含
んでもよい。ヒートシンクは、適切な金属またはセラミック材料など、任意の適切な材料
で形成されてもよい。材料は高い熱容量（顕熱保存材料）を持つか、または熱を吸収し、
その後で可逆的なプロセス（高温相変化など）を経て放出する能力を持つ材料であること
が好ましい。適切な蓄熱材料としては、シリカゲル、アルミナ、炭素、ガラスマット、ガ
ラス繊維、鉱物、金属または合金（アルミニウム、銀または鉛）、およびセルロース系材
料（紙など）が挙げられる。可逆的な相変化により熱を放出するその他の材料としては、
パラフィン、酢酸ナトリウム、ナフタリン、ろう、ポリエチレンオキシド、金属、金属塩
、共晶塩の混合物または合金が挙げられる。
【００４４】
　ヒートシンクまたは蓄熱体は、エアロゾル形成基体と直接的に接触し、かつ保存した熱
を基体に直接的に伝達できるように配設されてもよい。ヒートシンクまたは蓄熱体に保存
された熱は、金属チューブなどの熱導体の手段によってエアロゾル形成基体に伝達されて
もよい。
【００４５】
　少なくとも１つの発熱体は伝導によりエアロゾル形成基体を加熱してもよい。発熱体は
基体と、または基体が配置されている担体と、少なくとも部分的に接触してもよい。発熱
体からの熱は熱伝導性要素によって基体に伝導してもよい。
【００４６】
　少なくとも１つの発熱体は、使用中に電気加熱式のエアロゾル発生システムを通して引
き込まれた、入ってくる周囲空気に熱を伝達してもよく、これが次に対流によってエアロ
ゾル形成基体を加熱する。周囲空気はエアロゾル形成基体を通過する前に加熱されてもよ
い。エアロゾル形成基体が液体基体である場合、周囲空気はまず基体を通して引き込まれ
、その後加熱されてもよい。
【００４７】
　少なくとも１つの発熱体は、システムがエアロゾル発生装置および着脱式エアロゾル発
生物品からなる場合、物品と装置との間に電気接点が形成されないように誘導発熱体を備
えてもよい。装置は、インダクタコイルおよび高周波振動電流をインダクタコイルに提供
するように構成される電源を備えうる。物品は、エアロゾル形成基体を加熱するように位
置付けられたサセプタ素子を備えうる。高周波振動電流は本明細書で使用される時、５０
０ｋＨｚ～１０ＭＨｚの周波数をもつ振動する電流を意味する。
【００４８】
　エアロゾル形成基体はエアロゾル形成液体でもよい。こうした実施形態では、貯蔵部は
、エアロゾル形成液体を保存する液体貯蔵部分であることが好ましい。液体エアロゾル形
成基体は、エアロゾルを形成することができる揮発性化合物を放出する能力をもつ基体で
ある。揮発性化合物は電気ヒーターでの液体エアロゾル形成基体の加熱により放出されて
もよい。
【００４９】
　液体エアロゾル形成基体はニコチンを含んでもよい。ニコチンを含有する液体エアロゾ
ル形成基体はニコチン塩マトリクスであってもよい。液体エアロゾル形成基体は植物由来
材料を含んでもよい。液体エアロゾル形成基体はたばこを含んでもよい。液体エアロゾル
形成基体は、加熱に伴いエアロゾル形成基体から放出される揮発性のたばこ風味化合物を
含有するたばこ含有材料を含んでもよい。液体エアロゾル形成基体は均質化したたばこ材
料を含んでもよい。液体エアロゾル形成基体は非たばこ含有材料を含んでもよい。液体エ
アロゾル形成基体は均質化した植物由来材料を含んでもよい。
【００５０】
　液体エアロゾル形成基体は少なくとも一つのエアロゾル形成体を含んでもよい。エアロ
ゾル形成体は、使用時に密度の高い安定したエアロゾルの形成を容易にする、およびシス
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テムの操作温度で熱分解に対して実質的に抵抗性のある任意の適切な公知の化合物または
化合物の混合物である。適切なエアロゾル形成体は当業界で周知であり、多価アルコール
（トリエチレングリコール、１、３－ブタンジオール、およびグリセリンなど）、多価ア
ルコールのエステル（グリセロールモノアセテート、ジアセテート、またはトリアセテー
トなど）、およびモノカルボン酸、ジカルボン酸、またはポリカルボン酸の脂肪族エステ
ル（ドデカン二酸ジメチルおよびテトラデカン二酸ジメチルなど）を含むが、これに限定
されない。エアロゾル形成体は、多価アルコールまたはその混合物（トリエチレングリコ
ール、１、３－ブタンジオールおよびグリセリンなど）であってもよい。液体エアロゾル
形成基体は、その他の添加物および成分（風味剤など）を含んでもよい。
【００５１】
　エアロゾル形成基体は、ニコチンおよび少なくとも１つのエアロゾル形成体を含んでも
よい。エアロゾル形成体はグリセリンであってもよい。エアロゾル形成体はプロピレング
リコールであってもよい。エアロゾル形成体は、グリセリンとプロピレングリコールの両
方を含んでもよい。エアロゾル形成基体は、約２％～約１０％の間のニコチン濃度をもっ
ていてもよい。
【００５２】
　上記では、液体エアロゾル形成基体を参照したが、当業者には、その他の形態のエアロ
ゾル形成基体をその他の実施形態で使用しうることが明らかであろう。例えば、エアロゾ
ル形成基体は、固体エアロゾル形成基体としうる。エアロゾル形成基体は、固体および液
体の両方の成分を含んでもよい。エアロゾル形成基体は、加熱に伴い基体から放出される
揮発性のたばこ風味化合物を含むたばこ含有材料を含んでもよい。エアロゾル形成基体は
非たばこ材料を含んでもよい。エアロゾル形成基体は、エアロゾル形成体をさらに含んで
もよい。適切なエアロゾル形成体の例は、グリセリンおよびプロピレングリコールである
。
【００５３】
　エアロゾル形成基体が固体のエアロゾル形成基体である場合、固体のエアロゾル形成基
体は、薬草の葉、たばこ葉、たばこの茎の断片、再構成たばこ、均質化したたばこ、押し
出し成形たばこ、キャストリーフたばこ、および膨化たばこのうち１つ以上を含む、例え
ば、粉末、顆粒、ペレット、断片、スパゲッティ、細片、またはシートのうち１つ以上を
含んでもよい。固体エアロゾル形成基体は、容器に入っていない形態にしてもよく、また
は適切な容器またはカートリッジで提供してもよい。随意に、固体エアロゾル形成基体は
、基体の加熱に伴い放出される追加的なたばこまたは非たばこ揮発性風味化合物を含んで
もよい。固体エアロゾル形成基体はまた、例えば追加的なたばこまたは非たばこ揮発性風
味化合物を含むカプセルを含むことができ、こうしたカプセルは固体エアロゾル形成基体
の加熱中に溶けうる。
【００５４】
　「均質化したたばこ」は本明細書で使用される時、粒子状たばこを凝集することによっ
て形成される材料を意味する。均質化したたばこは、シートの形態であってもよい。均質
化したたばこ材料は、エアロゾル形成体含有量が乾燥質量基準で５％より多くてもよい。
別の方法では、均質化したたばこ材料は、エアロゾル形成体含有量が乾燥質量基準で約５
～約３０重量パーセントの間であってもよい。均質化したたばこ材料シートは、たばこ葉
ラミナおよびたばこ葉茎のうちの一方または両方を粉砕またはその他の方法で細分するこ
とによって得られた粒子状たばこを凝集することによって形成されてもよい。別の方法と
して、または追加的に、均質化したたばこ材料シートは、例えば、たばこの処理、取り扱
いおよび輸送中に形成されたたばこダスト、たばこの微粉およびその他の粒子状たばこ副
産物のうち１つ以上を含んでもよい。均質化したたばこ材料シートは、粒子状たばこの凝
集を助けるために、１つ以上の本来備わっている結合剤（すなわち、たばこ内在性結合剤
）、１つ以上の外来的な結合剤（すなわち、たばこ外来性結合剤）、またはその組み合わ
せを含みうるが、別の方法として、または追加的に、均質化したたばこ材料シートは、た
ばこおよび非たばこ繊維、エアロゾル形成剤、湿潤剤、可塑剤、風味剤、フィラー、水性
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および非水系の溶剤およびその組み合わせを含むが限定されないその他の添加物を含んで
もよい。
【００５５】
　随意に、固体のエアロゾル形成基体は、熱的に安定な担体上に提供されてもまたはその
中に包埋されてもよい。担体は、粉末、顆粒、ペレット、断片、スパゲッティ、細片また
はシートなどの形態をとってもよい。別の方法として、担体は、その内部表面上、または
その外部表面上、またはその内部および外部の表面上の両方に配置された固体基体の薄い
層を有する、管状の担体であってもよい。こうした管状の担体は、例えば、紙、または紙
様の材料、不織布炭素繊維マット、低質量の目の粗いメッシュ金属スクリーン、または穴
あきの金属箔またはその他の任意の熱的に安定した高分子マトリクスで形成されてもよい
。
【００５６】
　固体エアロゾル形成基体は、例えば、シート、発泡体、ゲルまたはスラリーの形態の担
体の表面上に配置されてもよい。固体のエアロゾル形成基体は、担体の全表面上に沈着し
てもよく、または別の方法として、使用中に均一でない風味送達を提供するために一定の
パターンにおいて沈着してもよい。
【００５７】
　エアロゾル発生システムの貯蔵部分は、実質的に円柱形であるハウジングを備えてもよ
く、ここで開口部は円柱の一方の端にある。貯蔵部分のハウジングは、実質的に円形の断
面を有しうる。ハウジングは剛直なハウジングとしうる。本明細書で使用される「剛直な
ハウジング」という用語は、自立型のハウジングを意味するように使用される。貯蔵部分
の剛直なハウジングは、電気ヒーターに対する機械的な支持を提供しうる。貯蔵部分は、
液体貯蔵部分であってもよい。貯蔵部分は、エアロゾル形成液体を含有する液体貯蔵部分
であってもよい。
【００５８】
　エアロゾル形成基体が液体である場合、貯蔵部分は、エアロゾル形成基体を保持するた
めにハウジング内に担体材料をさらに含んでもよい。
【００５９】
　液体エアロゾル形成基体は、担体または支持体に吸着、またはその他の方法で装填され
る場合がある。担体材料は、任意の適切な吸収性のプラグまたは本体、例えば発泡性の金
属またはプラスチック材料、ポリプロピレン、テリレン、ナイロン繊維またはセラミック
で作成しうる。液体エアロゾル形成基体は、エアロゾル発生システムを使用する前に、担
体材料内に保持されてもよい。液体エアロゾル形成基体は使用時に、担体材料内に放出さ
れうる。液体エアロゾル形成基体は使用前に、即時に担体材料内に放出されうる。例えば
、液体エアロゾル形成基体はカプセル内に提供しうる。カプセルのシェルは加熱手段によ
る加熱に伴い溶けて、液体エアロゾル形成基体を担体材料に放出しうる。カプセルは液体
と組み合わされて、任意選択的に固体を含む場合がある。
【００６０】
　一例において、液体エアロゾル形成基体は毛細管材料内に保持される。毛細管材料は、
液体を材料の一方の端から他方へ能動的に運ぶ材料である。毛細管材料は、貯蔵部分内で
液体エアロゾル形成基体を電気ヒーターに運ぶのに有利に方向付けられうる。毛細管材料
は繊維質の構造を有する場合がある。毛細管材料はスポンジ状の構造を有する場合がある
。毛細管材料は一束の毛細管を含みうる。毛細管材料は複数の繊維を含みうる。毛細管材
料は複数の糸を含みうる。毛細管材料は微細チューブを含みうる。毛細管材料は、繊維と
糸と微細チューブの組み合わせを含みうる。繊維、糸および微細チューブは、一般的に液
体を電気ヒーターに運ぶように整列されてもよい。毛細管材料はスポンジ様の材料を含ん
でもよい。毛細管材料は発泡体様の材料を含んでもよい。毛細管材料の構造は複数の小さ
な穴またはチューブを形成してもよく、それを通して液体を毛細管作用によって搬送する
ことができる。
【００６１】
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　毛細管材料は、適切な任意の材料または材料の組み合わせを含んでもよい。適切な材料
の例としては、スポンジまたは発泡体材料、繊維または焼結粉末の形態のセラミック系ま
たはグラファイト系の材料、発泡性の金属またはプラスチックの材料、例えば紡がれたか
または押し出された繊維（酢酸セルロース、ポリエステル、または結合されたポリオレフ
ィン、ポリエチレン、テリレンまたはポリプロピレン繊維、ナイロン繊維またはセラミッ
クなど）でできた繊維性材料がある。毛細管材料は、異なる液体物理特性で使用されるよ
うに、任意の適切な毛細管現象および空隙率を有してもよい。液体エアロゾル形成基体は
、液体が毛細管作用によって毛細管材料を通って移動されることを可能にする粘性、表面
張力、密度、熱伝導率、沸点および原子圧を含むがこれに限定されない物理的特性を有す
る。毛細管材料はエアロゾル形成基体を気化器に運ぶように構成されうる。
【００６２】
　エアロゾル発生システムは電源を備えうる。電源は電池としうる。電池は、例えばリチ
ウムコバルト電池、リン酸鉄リチウム電池、チタン酸リチウム電池、またはリチウムポリ
マー電池といったリチウム系の電池でもよい。電池はニッケル水素電池またはニッケルカ
ドミウム電池でもよい。電源はコンデンサーなど別の形態の電荷蓄積装置であってもよい
。電源は再充電を必要とする場合があり、また数多くの充放電サイクルのために構成され
てもよい。電源は、１回以上の喫煙体験のための十分なエネルギーの保存を可能にする容
量を有してもよい。例えば、電源は従来型の紙巻たばこ１本を喫煙するのにかかる一般的
な時間に対応する約６分間、または６分の倍数の時間にわたるエアロゾルの連続的な生成
を可能にするのに十分な容量を有してもよい。別の例において、電源は所定の回数の吸煙
、または加熱手段およびアクチュエータの不連続的な起動を可能にするのに十分な容量を
有しうる。
【００６３】
　システムは、センサーに接続される電気回路を備える。電気回路は、加熱手段および電
源に接続される制御システムの一部を形成しうる。電気回路は、電気ヒーターの電気抵抗
を監視し、電気ヒーターの電気抵抗に応じて電気ヒーターへの電力供給を制御するように
構成されうる。
【００６４】
　電気回路はマイクロプロセッサを備えてもよく、これはプログラマブルマイクロプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、または特定用途向けＩＣチップ（ＡＳＩＣ）または制御を
提供する能力を持つその他の電子回路であってもよい。電気回路はさらなる電子構成要素
を備えてもよい。電気回路は電気ヒーターへの電力供給を調節するよう構成されうる。電
力はシステムの起動後、電気ヒーターに連続的に供給することも、毎回の吸煙ごとなど断
続的に供給することもできる。電力は、電流パルスの形態で電気ヒーターに供給されても
よい。
【００６５】
　制御システムは、周囲温度を検出するための周囲温度センサーを含んでもよい。制御シ
ステムは、貯蔵部分内に温度センサーを備えて、貯蔵部分に保持されるエアロゾル形成基
体の温度を検出しうる。１つ以上の温度センサーは、制御システムと連通して、制御シス
テムがエアロゾル形成基体の温度を所定の温度に維持することを可能にしうる。１つ以上
の温度センサーは、サーモカップルとしうる。電気ヒーターは、温度に関連する情報を提
供するために使用されてもよい。電気ヒーターの温度に依存する抵抗の属性は公知であり
、少なくとも１つの発熱体の温度を当業者にとって公知の方法で決定するために使用され
てもよい。
【００６６】
　エアロゾル発生システムは、システムの起動を検出するためのセンサーを備える。セン
サーは電気回路と連通する吸煙検出器を備えうる。吸煙検出器は、ユーザーがいつシステ
ムを吸ったかを検出するように構成されてもよい。電気回路は、吸煙検出器からの入力に
基づき、少なくとも１つの発熱体への電力を制御するように構成されていてもよい。
【００６７】
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　エアロゾル発生システムは、スイッチまたはボタンなどのユーザー入力を含んでもよい
。これによって、ユーザーはシステムの電源を入れることができるようになる。スイッチ
またはボタンは、電気ヒーターを起動しうる。スイッチまたはボタンは、エアロゾル発生
を起こしうる。スイッチまたはボタンは、センサーからの入力を待つために電気回路を準
備してもよい。
【００６８】
　エアロゾル発生システムは温度センサーを備えてもよい。温度センサーは、構成要素の
貯蔵部分に隣接しうる。温度センサーは、電気回路と連通して、電気回路が電気ヒーター
の温度を所定の動作温度に維持することを可能にする。温度センサーはサーモカップルと
することができ、または別の方法として、少なくとも１つの発熱体が温度に関連する情報
を提供するために使用されてもよい。少なくとも１つの発熱体の温度に依存する抵抗の属
性は公知であり、少なくとも１つの発熱体の温度を当業者にとって公知の方式で決定する
ために使用されうる。
【００６９】
　エアロゾル発生システムは、エアロゾル発生装置および装置と併用する着脱式エアロゾ
ル発生物品から成りうる。例えば、エアロゾル発生物品はカートリッジまたは喫煙物品を
含んでもよい。エアロゾル発生物品は、貯蔵部分を備える。装置は、電源および電気回路
を備えてもよい。電気ヒーターは、装置または物品、もしくは装置と物品の両方の一部を
形成してもよい。
【００７０】
　システムは、エアロゾル発生装置に取り外し可能なように結合されるカートリッジを備
えてもよい。カートリッジは、エアロゾル形成基体が消費された時にエアロゾル発生装置
から取り外されてもよい。カートリッジは、使い捨て式であってもよい。カートリッジは
、再利用可能であってもよい。カートリッジは、液体エアロゾル形成基体を再充填可能で
あってもよい。カートリッジは、エアロゾル発生装置において交換可能であってもよい。
エアロゾル発生装置は再利用可能であってもよい。カートリッジは、低コストで信頼でき
再現可能な方法で製造されうる。本明細書で使用される場合、「取り外し可能なように結
合される」という用語は、装置またはカートリッジのいずれも著しく損傷することなく、
カートリッジおよび装置が互いに結合および分離できることを意味するように使用される
。カートリッジは、その内部にエアロゾル形成基体が保持されるハウジングをもちうる。
カートリッジはリッドを備えてもよい。リッドは、カートリッジがエアロゾル発生装置に
結合する前に剥がすことが可能であってもよい。リッドは穿孔可能であってもよい。
【００７１】
　エアロゾル発生システムは、エアロゾルがそこで過飽和蒸気から形成されるエアロゾル
形成チャンバーを備える場合があり、エアロゾルは次にユーザーの口内に運ばれる。空気
吸込み口、空気出口およびチャンバーは、エアロゾルを空気出口に運び、ユーザーの口の
中へと入れるように、空気吸込み口からエアロゾル形成チャンバーを経由して空気出口へ
の気流の経路を画定するように配置されることが好ましい。
【００７２】
　１つ以上の態様に関して説明した特徴は、本発明の他の態様に等しく適用されてもよい
。特に、第一の態様の方法に関連して説明した特徴は、第２の態様の方法、第３の態様の
システム、および第４の態様のシステムにも同様に適用されてよく、その逆も同様である
。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
　ここで本発明の実施形態を、以下の添付図面を参照しながら、例証としてのみであるが
説明する。
【図１】図１は、本発明の実施形態による電気加熱式エアロゾル発生システムの一例を示
す。
【図２】図２は、図１のエアロゾル発生システムの第１の実施例の使用プロファイルによ
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る経時的な発熱体の起動のグラフを示す。
【図３】図３は、図１のエアロゾル発生システムの第２の実施例の使用プロファイルによ
る経時的な発熱体の起動のグラフを示す。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態による使用プロファイルを判定する方法の流れ
図である。
【図５】図５は、本発明の第２の実施形態による使用プロファイルを判定する方法の流れ
図である。
【図６】図６は、本発明の第２の実施形態による使用プロファイルを判定する方法の流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　　図１は、電気加熱式エアロゾル発生システムの一例を示す。図１では、このシステム
は液体貯蔵部分を有する喫煙システムである。図１の喫煙システム１００は、マウスピー
ス端１０３および本体端１０５を有するハウジング１０１を含む。本体端には、電池１０
７の形態の電源とハードウェアの形態の電気回路１０９と吸煙センサー１１１が提供され
ている。マウスピース端には、エアロゾル形成液体１１５を含有するカートリッジ１１３
の形態の液体貯蔵部分、毛細管芯１１７および少なくとも１つの発熱体を含むヒーター１
１９が提供されている。図１では、電気加熱式エアロゾル発生システムは概略的に示して
いるのみであることに留意されたい。毛細管芯１１７の一方の端はカートリッジ１１３内
に延び、毛細管芯１１７の他方の端は発熱体１１９によって囲まれている。この発熱体は
、接続部１２１を介して電気回路１０９に接続されている。ハウジング１０１はまた、空
気吸込み口１２３、マウスピース端にある空気出口１２５、エアロゾル形成チャンバー１
２７を含む。
【００７５】
　使用時、動作は以下の通りである。液体１１５は、カートリッジ１１３からの毛細管作
用によって、カートリッジ内に延びる芯１１７の一方の端から発熱体１１９によって囲ま
れる芯１１７の他方の端へ移送される、または運ばれる。ユーザーが空気出口１２５で装
置を吸うと、周囲空気は空気吸込み口１２３を通して吸い込まれる。図１に示す配置では
、吸煙センサー１１１は、吸煙を感知し、発熱体１１９を起動する。電池１０７がエネル
ギーを発熱体１１９に供給して、発熱体によって囲まれる芯１１７の端を加熱する。芯１
１７の端にある液体は、発熱体１１９によって気化され、過飽和蒸気を生成する。同時に
、気化された液体は、毛細管作用により芯１１７に沿って移動するさらなる液体で置き換
えられる。（これは、「ポンプ作用」と呼ばれることが多い。）生成された過飽和蒸気は
、気流と混合されて空気吸込み口１２３から気流によって運ばれる。エアロゾル形成チャ
ンバー１２７内で、蒸気は凝縮して吸入可能なエアロゾルを形成し、これが空気出口１２
５に向かって運ばれ、ユーザーの口内に入る。
【００７６】
　毛細管芯は、様々な多孔性または毛細管材料で作成され、公知の予め設定された毛管現
象を有するのが好ましい。例として、繊維または焼結粉末の形態のセラミックまたはグラ
ファイトをベースにした材料がある。別の多孔性の芯を使用して、密度、粘度、表面張力
および蒸気圧などの物理的特性の異なる液体を収容することができる。この芯は、要求さ
れる液体の量を発熱体に送達できるように適したものでなければならない。この芯および
発熱体は、要求されるエアロゾルの量をユーザーに運ぶことができるように適したもので
なければならない。
【００７７】
　図１は、本発明で併用されうる電気加熱式エアロゾル発生システムの一例を示す。ただ
し、その他の数多くの例を本発明と併用できる。この電気加熱式エアロゾル発生システム
は、電気回路の制御の下で電源により給電される、少なくとも１つの電気発熱体によって
加熱可能なエアロゾル形成基体を含むまたは受容することが単に必要である。例えば、シ
ステムは、喫煙システムである必要はない。例えば、エアロゾル形成基体は、液体基体よ
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りも固定基体としうる。このエアロゾル形成基体は、ガス基体などの他の基体の形態であ
る場合がある。発熱体は任意の適切な形態をとる場合がある。ハウジングの全体的な形状
およびサイズは、変更可能であり、ハウジングが、別のシェルおよびマウスピースを備え
てもよい。他の変形形態も、もちろん可能である。
【００７８】
　図１に示す実施形態では、図４～６に関連して以下で論じるように、ハードウェア１０
９および吸煙検出システム１１１はプログラム可能であり、装置の起動パラメータを測定
し、使用ログに起動パラメータの測定された値を保存するよう構成される。例示的な起動
パラメータは、所与の期間にセンサー１１１が検出した起動または吸入の数、連続する起
動の間の各起動の期間、間隔、または「非起動期間」を含む。ハードウェア１０９および
吸煙検出システム１１１はまた、装置の動作を管理するために使用することができる。こ
れは、エアロゾルの粒子サイズの制御に役立つ。
【００７９】
　上述の通り、発熱体１１９は、センサー１１１がユーザーによる吸入または「吸煙」を
検知すると、起動する。ユーザーは、起動の期間および頻度を制御する。これは、システ
ム１００の使用プロファイルが、異なるユーザーの間で変化しうることを意味する。「使
用プロファイル」という用語は、起動と時間との間の関係をいう。
【００８０】
　図２は、図１のエアロゾル発生システムの第１の実施例の使用プロファイルによる経時
的な発熱体の起動の単純化したグラフを示す。図２では、ｙ軸は、発熱体の単純化した「
オン」または「オフ」状態を表す。起動２００は、その間に発熱体が起動され、それぞれ
が起動期間２１０を有する。連続する起動の間の間隔それぞれは、非起動期間２２０を有
する使用していない期間を表す。図示の通り、第１の使用プロファイルでは、起動２００
は、非起動の延長された期間によって分離される複数の不連続のセッション２３０にグル
ープ化される。その結果、第１の使用プロファイルは、「セッション」プロファイルとし
て本明細書に記述される。こうしたセッションプロファイルは、可燃性紙巻きたばこの通
常の使用プロファイルに類似してもよく、そこでは単一の紙巻きたばこの喫煙は、不連続
のセッションを表す。
【００８１】
　図３は、図１のエアロゾル発生システムの第２の実施例の使用プロファイルによる経時
的な発熱体の起動の単純化したグラフを示す。図２と同様に、ｙ軸は、発熱体の単純化し
た「オン」または「オフ」状態を表す。起動３００は、その間に発熱体が起動され、それ
ぞれが起動期間３１０を有する。連続するユーザーの操作の間の間隔それぞれは、非起動
期間３２０を有する使用していない期間を表す。図示の通り、第２の使用プロファイルで
は、システムは、非起動の延長された期間なく頻繁に使用されている。第２の使用プロフ
ァイルは、「グレイジング」プロファイルとして本明細書に記述される。セッションプロ
ファイルとグレイジングプロファイルという異なる使用特性は、同等の使用量に対する液
体消費速度を形成する異なるエアロゾルを表すセッションプロファイルおよびグレイジン
グプロファイルをもたらしうる。例えば、異なる使用プロファイルに起因する発熱体の温
度またはエアロゾル形成液体の粘度の違いが原因で。
【００８２】
　図４は、本発明の第１の実施形態による使用プロファイルを判定する方法の流れ図であ
る。
【００８３】
　ステップ４０１で、使用プロファイル判定手順が開始される。ステップ４０２で、第１
の吸入または第１の起動がセンサーによって検出される。使用プロファイル判定手順は、
ステップ４０１でユーザーが手動で開始してもよい、または第１の起動がセンサーによっ
て検出されると自動で開始されてもよい。こうした状況では、ステップ４０１と４０２は
、同時に起こる。ステップ４０３で、第１の起動がセンサーによって検出されると、装置
内のタイマーが開始する。タイマーは、第１の吸入以来の経過時間の累計Ｔ３および連続
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する吸入の間の非起動期間Ｔ２の両方を測定する。
【００８４】
　ステップ４０４で、センサーおよび電気回路は、最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎより長
い起動期間Ｔ１を有する起動が起こるかどうかを判定する。最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉ
ｎを超える起動期間Ｔ１を有する軌道が起こる場合、プロセスは、ステップ４０５へ移動
する。そうでない場合、プロセスは、ステップ４１１へ移動する。Ｔ１ｍｉｎは、任意の
好適な期間であってもよい。例えば、Ｔ１ｍｉｎは、約０．５秒～２秒の間であってもよ
い。一実施例では、Ｔ１ｍｉｎは、約１秒に設定される。
【００８５】
　ステップ４０５で、起動は、電気回路による使用ログに不連続のイベントとして保存さ
れる。これにより、起動イベントの数の現在の総数を使用ログに保存することができる。
そして、タイマーは、次の起動への間隔が測定できるように、非起動期間Ｔ２をゼロにリ
セットする。最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎを超える起動だけを使用ログに保存すること
により、システムは、通常のユーザーの吸入に対応しない起動を有効なイベントとしてカ
ウントすることを回避できる。例えば、ユーザーが、装置を準備するためなど、エアロゾ
ルを吸入せずに装置を起動する場合である。有効な起動が発生した経過時間Ｔ３も、電気
回路によって使用ログに保存されてもよい。
【００８６】
　ステップ４０６で、電気回路は、経過時間Ｔ３を閾値経過時間Ｔ３ｍｉｎと比較する。
閾値経過時間Ｔ３ｍｉｎは、使用プロファイルを判定するため起動が監視される所定の最
小期間を表す。経過時間Ｔ３が閾値経過時間Ｔ３ｍｉｎを超える場合、プロセスは、ステ
ップ４０７へ移動する。経過時間Ｔ３が閾値経過時間Ｔ３ｍｉｎを超えない場合、プロセ
スは、ステップ４０４へ戻る。この方法で監視期間Ｔ３の間に検出された有効な起動は、
使用ログに保存されて、起動イベントの総数を提供し、このように使用プロファイル像を
形成する。Ｔ３ｍｉｎは、使用プロファイルを評価することができるのに十分である任意
の適切な時間であってもよい。例えば、Ｔ３ｍｉｎは、約５分から約３０分、または約１
０分から約２０分であってもよい。一実施例では、Ｔ３ｍｉｎは、約１５分に設定される
。
【００８７】
　ステップ４０７で、閾値Ｔ３ｍｉｎに到達すると、電気回路は、監視期間Ｔ３の間の使
用ログに保存された有効な起動イベントＣ１の全数または「総数」を算出する。
【００８８】
　ステップ４０８で、電気回路は、起動イベントＣ１の総数を閾値の総数Ｃ２と比較して
、選択する使用プロファイルを判定する。総数Ｃ１が閾値の総数Ｃ２を超える場合、電気
回路は、使用プロファイルが「グレイジング」プロファイルに対応すると判定し、ステッ
プ４０９に示す「グレイジングモード」を選択する。総数Ｃ１が閾値の総数Ｃ２を超えな
い場合、電気回路は、使用プロファイルが「セッション」プロファイルであると判定し、
ステップ４１０に示す「セッションモード」を選択する。両方の場合で、プロセスはステ
ップ４０４に戻る。上述のように、ステップ４０４で、センサーおよび電気回路は、最小
起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎより長い起動期間Ｔ１を有する起動が起こるかどうかを判定す
る。起こる場合、プロセスは、ステップ４０５へ移動する。そうでない場合、プロセスは
、ステップ４１１へ移動する。
【００８９】
　ステップ４１１で、電気回路は、以前の有効な起動以来の非起動期間Ｔ２を非起動期間
の閾値Ｔ２ｅｎｄと比較する。Ｔ２がＴ２ｅｎｄを超える場合、使用プロファイルの判定
手順は、ステップ４１２で終了する。Ｔ２がＴ２ｅｎｄを超えない場合、プロセスは、ス
テップ４０４に再び戻る。プロセスがステップ４０５へ移動する、最小起動期間の閾値Ｔ
１ｍｉｎを超える起動期間Ｔ１を有する起動が検出されるまで、または、手順がステップ
４１２で終了する、連続する有効な起動の間の非起動期間Ｔ２が非起動期間の閾値Ｔ２ｅ
ｎｄを超えるまでのいずれかまで、プロセスは、断続的にステップ４０４と４１１の間を
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繰り返す。非起動期間の閾値Ｔ２ｅｎｄは、任意の好適な所要時間であってもよい。例え
ば、Ｔ２ｅｎｄは、約５分から約２５分、約１０分から約２０分、または約１０分から約
１５分であってもよい。実施例によっては、Ｔ２ｅｎｄは、約１５分である。
【００９０】
　ステップ４１２で、手順は終了し、システムは、次に使用する際、使用モードを選択す
る前にさらにデータを収集する必要が無く、選択した使用モードのままであってもよい。
手順がステップ４１２で終了すると、次の起動は、「第１の吸入」としてシステムが見な
してもよく、プロセスは、ステップ４０１から繰り返される。システムは、次の使用プロ
ファイルの判定手順が、異なる使用モードを示すと判定するまで直近で選択された使用モ
ードのままであってもよい。システムはまた、クロックを備え、一日の異なる時間の使用
プロファイルを判定するよう構成される。これにより、例えば、ユーザーが日中はセッシ
ョンプロファイルを示し、夕方はグレイジングプロファイルを示す場合、またはその逆の
場合、使用プロファイル中の任意の時間に依存する変化を考慮することが可能になる。こ
うした例では、システムは、一日のある所定の時間に特定の使用モードにリセットしても
よい。
【００９１】
　使用プロファイルを識別し、使用モードを選択することにより、システムは、どのよう
に使用されるかによって、カスタマイズすることができてもよい。例えば、グレイジング
モードが選択された場合、システムは、ユーザーディスプレイに推定吸入残数または使用
回数残を示す情報を表示してもよい。これは、エアロゾル形成基体の残量の推測からおよ
びそれぞれの起動の間に消費されたエアロゾル形成基体の平均量から算出可能である。エ
アロゾル形成基体の残量は、例えば、システムの１つ以上の使用パラメータを監視し、ル
ックアップテーブルを参照する、または公式を使用して監視した使用パラメータに基づい
て既に消費されたエアロゾル形成基体の量を推測し、この推測した量を初期の量から引く
ことによって、推測可能である。エアロゾル形成基体の残りの推測における入力として使
用してもよい例示的な要因として、発熱体に送達された電力、発熱体の温度、発熱体の抵
抗、およびシステムを通る気流が挙げられるが、それに限定されない。それぞれの起動中
に消費されたエアロゾル形成基体の平均量は、システムの使用を監視すること、または装
置に保存された典型的な値を使用することによって判定可能である。セッションモードが
選択された実施例によっては、システムは、ユーザーディスプレイにセッションの推定残
数を示す情報を表示してもよい。これは、エアロゾル形成基体の残量または起動の残数に
関する情報よりも「セッション」喫煙者にとってより有用な情報である可能性がある。
【００９２】
　使用プロファイルを識別し、使用モードを選択することにより、システムがエアロゾル
形成基体の残量をより正確に算出することができてもよい。例えば、グレイジング使用プ
ロファイルでは、発熱体および貯蔵部分は、装置の後続の起動の間に冷却するための十分
な時間がない場合があるので、高温のままの可能性がある。反対にセッション使用プロフ
ァイルでは、発熱体および貯蔵部分は、後続のセッションの間に冷却することが可能であ
ってもよい。グレイジング使用プロファイルとセッション使用プロファイルとの間の温度
差は、液体粘度（エアロゾル形成基体が液体構成要素を含む場合）、ウィッキングの速度
、および発熱体とエアロゾル形成基体をエアロゾル化温度まで加熱するためにかかる時間
などの変数に影響を与えうる。これらの変数は、エアロゾル形成基体の消費速度に影響を
与えうる。したがって、どの使用モードが選択されるか次第である調整要因は、推測され
るエアロゾル形成基体の残りの任意の計算に含まれてもよい。
【００９３】
　図５は、本発明の第２の実施形態による使用プロファイルを判定する方法の流れ図であ
る。図５の方法は、図４の方法にとても似ている。第２の実施形態の方法のステップ５０
１から５０４は、第１の実施形態の方法のステップ４０１から４０４と同じである。続く
ステップは、以下で論じるように、異なる。
【００９４】
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　ステップ５０５で、起動期間Ｔ１は、電気回路によって使用ログに保存されて、総起動
期間Ｔ４を算出することを可能にする。そして、タイマーは、次の起動への間隔が測定で
きるように、非起動期間Ｔ２をゼロにリセットする。図４の方法と同様に、最小起動期間
の閾値Ｔ１ｍｉｎを超える起動だけを使用ログに保存することにより、システムは、通常
のユーザーの吸入に対応しない起動を有効なイベントとしてカウントすることを回避でき
る。例えば、ユーザーが、装置を準備するためなど、エアロゾルを吸入せずに装置を起動
する場合である。有効な起動が発生した経過時間Ｔ３も、電気回路によって使用ログに保
存されてもよい。
【００９５】
　ステップ５０６で、第１の方法のステップ４０６と同様に、電気回路が、経過時間Ｔ３
を閾値経過時間Ｔ３ｅｎｄと比較する。閾値経過時間Ｔ３ｍｉｎは、使用プロファイルを
判定するため起動が監視される所定の最小期間を表す。経過時間Ｔ３が閾値経過時間Ｔ３
ｍｉｎを超える場合、プロセスは、ステップ５０７へ移動する。経過時間Ｔ３が閾値経過
時間Ｔ３ｍｉｎを超えない場合、プロセスは、ステップ５０４へ戻る。Ｔ３ｍｉｎは、使
用プロファイルを評価することができるのに十分である任意の適切な時間であってもよい
。例えば、Ｔ３ｍｉｎは、約５分から約３０分、または約１０分から約２０分であっても
よい。一実施例では、Ｔ３ｍｉｎは、約１５分に設定される。
【００９６】
　ステップ５０７で電気回路は、手順が開始されて以来、すなわち、監視期間Ｔ３の間、
使用ログに保存された各起動の個々の起動期間Ｔ１を共に加えることにより、総起動期間
Ｔ４を算出する。
【００９７】
　ステップ５０８で、電気回路は、総起動期間Ｔ４を総起動期間の閾値Ｔ４ｍｏｄｅと比
較して、選択する使用プロファイルを判定する。Ｔ４がＴ４ｍｏｄｅを超える場合、電気
回路は、使用プロファイルが「グレイジング」プロファイルに対応すると判定し、ステッ
プ５０９に示す「グレイジングモード」を選択する。Ｔ４がＴ４ｍｏｄｅを超えない場合
、電気回路は、使用プロファイルが「セッション」プロファイルであると判定し、ステッ
プ５１０に示す「セッションモード」を選択する。Ｔ４ｍｏｄｅは、任意の適切な時間で
あってもよく、手順のための閾値経過時間Ｔ３ｍｉｎの期間に左右される。例えば、Ｔ４
ｍｏｄｅは、Ｔ３ｍｉｎに対して選択された時間の約５％～約１５％であってもよい。１
つのこうした実施例では、Ｔ３ｍｉｎは１５分、Ｔ４ｍｏｄｅは１分である。であるので
、総起動時間が１５分の監視期間中に１分より長い場合、セッションモードよりグレイジ
ングモードが選択される。使用プロファイルがステップ５０８で判定され、使用モードが
ステップ５０９またはステップ５１０で選択されると、プロセスはステップ５０４に戻る
。
【００９８】
　第１の方法のステップ４０４に関連して上記に説明するように、ステップ５０４におい
て、センサーおよび電気回路は、最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎより長い起動期間Ｔ１を
有する起動が起こるかどうかを判定する。起こる場合、プロセスは、ステップ５０５へ移
動する。そうでない場合、プロセスは、ステップ５１１へ移動する。
【００９９】
　ステップ５１１で、電気回路は、直近の有効な起動以来の非起動期間Ｔ２を非起動期間
の閾値Ｔ２ｅｎｄと比較する。Ｔ２がＴ２ｅｎｄを超える場合、使用プロファイルの判定
手順は、ステップ５１２で終了する。Ｔ２がＴ２ｅｎｄを超えない場合、プロセスは、ス
テップ５０４に再び戻る。プロセスがステップ５０５へ移動する、最小起動期間の閾値Ｔ
１ｍｉｎを超える起動期間Ｔ１を有する起動が検出されるまで、または、手順がステップ
５１２で終了する、直近の有効な起動以来の非起動期間Ｔ２が非起動期間の閾値Ｔ２ｅｎ
ｄを超えるまでのいずれかまで、プロセスは、断続的にステップ５０４と５１１の間を繰
り返す。非起動期間の閾値Ｔ２ｅｎｄは、任意の好適な所要時間であってもよい。例えば
、Ｔ２ｅｎｄは、約５分から約２５分、約１０分から約２０分、または約１０分から約１
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５分であってもよい。実施例によっては、Ｔ２ｅｎｄは、約１５分である。
【０１００】
　ステップ５１２で、手順は終了し、システムは、次に使用する際、使用モードを選択す
る前にさらにデータを収集する必要が無く、選択した使用モードのままであってもよい。
手順がステップ５１２で終了すると、次の起動は、「第１の吸入」としてシステムが見な
してもよく、プロセスは、ステップ５０１から繰り返される。システムは、次の使用プロ
ファイルの判定手順が、異なる使用モードを示すと判定するまで直近で選択された使用モ
ードのままであってもよい。システムはまた、クロックを備え、一日の異なる時間の使用
プロファイルを判定するよう構成される。これにより、例えば、ユーザーが日中はセッシ
ョンプロファイルを示し、夕方はグレイジングプロファイルを示す場合、またはその逆の
場合、使用プロファイル中の任意の時間に依存する変化を考慮することが可能になる。こ
うした例では、システムは、一日のある所定の時間に特定の使用モードにリセットしても
よい。
【０１０１】
　図６は、本発明の第３の実施形態による使用プロファイルを判定する方法の流れ図であ
る。第３の実施形態の方法のステップ６０１～６０３は、第１の実施形態の方法のステッ
プ４０１～４０３および第２の実施形態の方法のステップ５０１～５０３と同じである。
【０１０２】
　ステップ６０４で、第１の実施形態および第２の実施形態の方法のステップ４０４およ
び５０４と同様に、センサーおよび電気回路は、最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎより長い
起動期間Ｔ１を有する起動が起こるかどうかを判定する。Ｔ１ｍｉｎは、任意の好適な期
間であってもよい。例えば、Ｔ１ｍｉｎは、約０．５秒～２秒の間であってもよい。一実
施例では、Ｔ１ｍｉｎは、約１秒に設定される。最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎを超える
起動期間Ｔ１を有する起動が起こる場合、プロセスは、ステップ６０５へ移動する。そう
でない場合、プロセスは、ステップ６０６へ移動する。
【０１０３】
　ステップ６０５で、タイマーは、次の起動への間隔が測定できるように、非起動期間Ｔ
２をゼロにリセットする。期間Ｔ１を有する起動が閾値期間Ｔ１ｍｉｎより長い場合のみ
非起動期間Ｔ２をゼロにリセットすることにより、システムは、通常のユーザーの吸入に
対応する起動によって、使用法判定が不利に影響を受けることを避けることができる。例
えば、ユーザーが、装置を準備するためなど、エアロゾルを吸入せずに装置を起動する場
合である。有効な起動が発生した経過時間Ｔ３も、電気回路によって使用ログに保存され
てさらにシステムに情報を提供してもよい。プロセスは、ステップ６０６へ移動する。
【０１０４】
　ステップ６０６で、電気回路は、直近の有効な起動以来の非起動期間Ｔ２が非起動期間
の閾値Ｔ２ｅｎｄを超えるかどうかを判定する。非起動期間の閾値Ｔ２ｅｎｄは、任意の
好適な所要時間であってもよい。例えば、Ｔ２ｅｎｄは、約１分～約１０分、約１分～約
５分、または約１０分～約３分であってもよい。実施例によっては、Ｔ２ｅｎｄは、約２
分である。Ｔ２がＴ２ｅｎｄを超える場合、プロセスは、ステップ６０７へ移動する。Ｔ
２がＴ２ｅｎｄを超えない場合、プロセスは、ステップ６０４に再び戻る。プロセスがス
テップ６０５へ移動する、最小起動期間の閾値Ｔ１ｍｉｎを超える起動期間Ｔ１を有する
起動が検出されるまで、または、プロセスがステップ６０７へ移動する、非起動期間Ｔ２
が非起動期間の閾値Ｔ２ｅｎｄを超えるまでのいずれかまで、プロセスは、断続的にステ
ップ６０４と６０６の間を繰り返す。
【０１０５】
　ステップ６０７で、電気回路は、経過時間Ｔ３を閾値経過時間Ｔ３ｍｏｄｅと比較して
、選択する使用プロファイルを判定する。経過時間Ｔ３が閾値経過時間Ｔ３ｍｏｄｅを超
える場合、電気回路は、使用プロファイルが「グレイジング」プロファイルに対応すると
判定し、ステップ６０８に示す「グレイジングモード」を選択する。経過時間Ｔ３が閾値
経過時間Ｔ３ｍｏｄｅを超えない場合、電気回路は、使用プロファイルが「セッション」
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プロファイルであると判定し、ステップ６０９に示す「セッションモード」を選択する。
両方の場合で、プロセスはステップ６１０で終了する。
【０１０６】
　第１および第２の方法と同様に、システムは、次に使用する際、使用モードを選択する
前にさらにデータを収集する必要が無く、選択した使用モードのままであってもよい。手
順がステップ６１０で終了すると、次の起動は、「第１の吸入」としてシステムが見なし
てもよく、プロセスは、ステップ６０１から繰り返される。システムは、次の使用プロフ
ァイルの判定手順が、異なる使用モードを示すと判定するまで直近で選択された使用モー
ドのままであってもよい。システムはまた、クロックを備え、一日の異なる時間の使用プ
ロファイルを判定するよう構成される。そして、システムは、一日の特定の時間と関連す
る特定の使用モードに戻ってもよい。これにより、例えば、ユーザーが日中はセッション
プロファイルを示し、夕方はグレイジングプロファイルを示す場合、またはその逆の場合
、使用プロファイル中の任意の時間に依存する変化を考慮することが可能になる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月21日(2018.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法であって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、前記エアロゾル形成基体を加熱する
ための少なくとも１つの発熱体を含む電気ヒーターと、前記システムの起動を検出するた
めのセンサーと、クロックと、前記センサーに接続された電気回路とを備える電気的に作
動するエアロゾル発生システムを提供するステップと、
　監視手順を開始するステップと、
　前記センサーを使用して前期監視手順中の前記システムの使用パラメータを測定するス
テップと、
　連続する起動の間の非起動の期間が起動期間の閾値を超えると、前記監視手順を終了す
るステップと、
　前記測定された使用パラメータを閾値と比較するステップと、
　前記測定された使用パラメータと前記閾値との前記比較に基づいて、前記システムの使
用プロファイルを判定するステップと、
　一日の異なる時間帯の間に、監視手順を開始するステップ、使用パラメータを測定する
ステップ、前記監視手順を終了するステップ、前記測定された使用パラメータを比較する
ステップ、および使用プロファイルを判定するステップを繰り返して、前記一日の異なる
時間帯の間の前記使用プロファイルを判定するステップと、
　前記判定された使用プロファイルを前記一日の異なる時間帯と関連付けるステップと、
　前記クロックを使用して現在の時間帯を監視するステップと、
　前記一日の現在の時間帯と前記一日の異なる時間帯との比較と、前記関連付けられた前
記判定された使用プロファイルとに基づいて、前記システムの動作モードを選択するステ
ップと、を含む方法。
【請求項２】
　前記使用パラメータが、前記監視手順中の起動期間、前記監視手順中の総起動期間、前
記監視手順中の総起動回数、前記監視手順中の非起動期間、前記監視手順中の総非起動期
間、またはその任意の組み合わせを含む、請求項１に記載の電気的に作動するエアロゾル
発生システムを操作する方法。
【請求項３】
　使用プロファイルを判定する前記ステップが、前記測定された使用パラメータが前記閾
値を超える場合、第１の使用プロファイルを選択することによって実行され、前記測定さ
れた使用パラメータが前記閾値を超えない場合、第２の使用プロファイルを選択すること
によって実行される、請求項１または請求項２に記載の電気的に作動するエアロゾル発生
システムを操作する方法。
【請求項４】
　監視手順を開始するステップと、使用パラメータを測定するステップと、前記測定され
た使用パラメータを比較するステップと、使用プロファイルを判定するステップとは、夕
方時間中に少なくとも一度実行されて、夕方時間中の前記システムの使用プロファイルを
判定し、さらに、夕方時間の前に少なくとも一度実行されて、夕方時間の前の前記システ
ムの使用プロファイルを判定する、請求項１から３のいずれかに記載の電気的に作動する
エアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項５】
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　前記監視手順の期間を測定するようにタイマーを開始するステップをさらに含み、使用
プロファイルを判定する前記ステップが、前記監視手順の期間が閾値の期間を超えると実
行される、請求項１から４のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル発生システム
を操作する方法。
【請求項６】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法であって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、前記エアロゾル形成基体を加熱する
ための少なくとも１つの発熱体を含む電気ヒーターと、前記システムの起動を検出するた
めのセンサーと、クロックと、前記センサーに接続された電気回路とを備える電気的に作
動するエアロゾル発生システムを提供するステップと、
　監視手順を開始するステップと、
　タイマーを開始して、前記監視手順の期間を測定するステップと、
　前記センサーを使用して前期監視手順中の前記システムの使用パラメータを測定するス
テップと、
　前記測定された使用パラメータを閾値と比較するステップと、
　前記測定された使用パラメータが前記閾値を超えると、前記監視手順を終了するステッ
プと、
　前記監視手順の期間を閾値の期間の値と比較することによって前記システムの使用プロ
ファイルを判定するステップと、
　一日の異なる時間帯の間に、監視手順を開始するステップ、タイマーを開始するステッ
プ、使用パラメータを測定するステップ、前記測定された使用パラメータを比較するステ
ップ、前記監視手順を終了するステップ、および使用プロファイルを判定するステップを
繰り返して、一日の異なる時間帯の間の前記使用プロファイルを判定するステップと、
　前記判定された使用プロファイルを前記一日の異なる時間帯と関連付けるステップと、
　前記クロックを使用して現在の時間帯を監視するステップと、
　前記一日の現在の時間帯と前記一日の異なる時間帯との比較と、関連付けられた前記判
定された使用プロファイルとに基づいて、前記システムの動作モードを選択するステップ
と、を含む方法。
【請求項７】
　前記使用パラメータが前記監視手順中の非起動期間である、請求項６に記載の電気的に
作動するエアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項８】
　使用プロファイルを判定する前記ステップが、前記監視手順の期間が前記閾値の期間を
超える場合、第１の使用プロファイルを選択することによって実行され、さらに、前記監
視手順の期間が前記閾値を超えない場合、第２の使用プロファイルを選択することによっ
て実行される、請求項６または請求項７に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システ
ムを操作する方法。
【請求項９】
　監視手順を開始する前記ステップが、第１の起動が前記センサーによって検出されると
自動的に実行される、請求項１から８のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル発
生システムを操作する方法。
【請求項１０】
　使用パラメータを測定する前記ステップが、前記監視手順中に検出された任意の起動の
起動期間を測定することおよび前記起動期間が最小起動期間の閾値より短い起動を前記測
定された使用パラメータから除外することをさらに含む、請求項１から９のいずれかに記
載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項１１】
　前記貯蔵部分のエアロゾル形成基体の推定残量を算出するステップをさらに含む、請求
項１から１０のいずれかに記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方
法。
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【請求項１２】
　推定残量を算出する前記ステップが、前記選択された動作モードにしたがって、補正係
数を適用することを含む、請求項１１に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システム
を操作する方法。
【請求項１３】
　前記システムが、ユーザーディスプレイをさらに含み、前記方法が、前記選択された動
作モードにしたがって、前記ユーザーディスプレイに情報を表示するステップをさらに含
む、請求項１１または請求項１２に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操
作する方法。
【請求項１４】
　前記情報が、前記貯蔵部分のエアロゾル形成基体の前記推定残量に基づいており、残り
の起動数、起動の残期間、残りのセッション数、またはその任意の組み合わせを含む、請
求項１３に記載の電気的に作動するエアロゾル発生システムを操作する方法。
【請求項１５】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムであって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、
　前記エアロゾル形成基体を加熱するための少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒータ
ーと、
　前記システムの起動を検出するセンサーと、
　クロックと、
　前記センサーに接続された電気回路とを備え、
　前記電気回路は、前記センサーによって測定される使用パラメータを閾値と比較し、一
日の異なる時間帯の前記測定された使用パラメータと前記閾値との前記比較に基づいて、
前記一日の異なる時間帯の前記システムの使用プロファイルを判定し、前記判定された使
用プロファイルを前記一日の異なる時間帯と関連付け、前記クロックを使用して一日の現
在の時間帯を監視し、および前記一日の現在の時間帯に関連付けられた前記判定された使
用プロファイルに基づいて、前記システムの動作モードを選択するように構成されている
、システム。
【請求項１６】
　電気的に作動するエアロゾル発生システムであって、
　エアロゾル形成基体を保存するための貯蔵部分と、
　前記エアロゾル形成基体を加熱するための少なくとも１つの発熱体を備える電気ヒータ
ーと、
　前記システムの起動を検出するセンサーと、
　クロックと、
　前記センサーに接続された電気回路とを備え、前記電気回路は、監視手順の期間を測定
し、前記センサーによって測定された使用パラメータを閾値と比較し、一日の異なる時間
帯の前記監視手順の期間と閾値との比較に基づいて一日の異なる時間帯の前記システムの
使用プロファイルを判定し、前記判定された使用プロファイルを前記一日の異なる時間帯
と関連付け、前記クロックを使用して一日の現在の時間帯を監視し、前記一日の現在の時
間帯を前記一日の異なる時間帯と比較し、および前記一日の現在の時間帯に関連付けられ
た前記判定された使用プロファイルに基づいて、前記システムの動作モードを選択するよ
うに構成される、システム。
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【要約の続き】
と監視手順を終了することおよび使用プロファイルを判定するため監視手順の期間を閾値の期間と比較することによ
って使用プロファイルが判定される操作する方法がさらに提供される。
【選択図】図４
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